
 

 

山梨県乳がん検診精密検査医療機関登録要綱 

（目的） 

第 1 「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」(平成 20 年 3 月 31 日付け健総発第

0331058 号 厚生労働省健康局長通知 別添)に沿ったがん検診の結果に基づく精密検査（以下「対

策型がん検診の結果に基づく精密検査」という。）を実施する保険医療機関のうち、従事する医師

及び設備等について一定の基準を満たす施設を、乳がん検診登録精密検査医療機関（以下「乳がん

登録精検機関」という。）として登録を行い、乳がん検診において精密検査が必要と診断された者

に対し周知を図ることにより、検診の精度管理の維持・向上と受療の利便を図ることを目的とする。 

 

（実施機関） 

第2 乳がん登録精検機関の登録は、山梨県生活習慣病検診等管理指導協議会乳がん・子宮がん部会

（以下「部会」という。）が行う。 

 

（登録基準） 

第3 乳がん登録精検機関として満たすべき基準（以下「登録基準」という。）は、それぞれ別表に

定めるとおりとする。 

 

（届出） 

第4 第3に定める登録基準を満たし、乳がん登録精検機関としての登録を希望する保険医療機関の

開設者は、様式1-1「乳がん検診精密検査医療機関の登録に係る届出書」及び様式1-2「乳がん検

診精密検査医療機関の登録基準等に関する調書」に必要事項を記入の上、部会長あて届け出るも

のとする。 

 

（受理の決定・登録） 

第5 部会長は、第4に定める届出があった場合は、提出された届出書等を審査し、受理を決定する

ものとする。 

2 部会長は、届出を受理した場合は、乳がん検診登録精密検査医療機関名簿に登録するとともに、

届出者に対し届出書の写しの送付により通知するものとする。 

3 部会長は、届出の不受理の決定を行った場合には、速やかにその旨を届出者に対して通知するも

のとする。 

 

（登録精検機関の責務） 

第6 登録精検機関は、次の事項を遵守するものとする。 

(1) 対策型がん検診の結果に基づく精密検査を実施した際には、速やかにその結果及び治療方針

について、検診実施機関を通じて市町村へ報告すること。また、検診実施機関及び市町村から

求められた場合も同様とする。なお、確定診断等のため患者を他の医療機関に紹介した場合

は、紹介先の医療機関を報告するとともに、紹介を受けた医療機関から検診実施機関を通じて

市町村へ精密検査結果及び治療方針について報告されるよう依頼すること。 

(2) 精密検査の結果がんと診断された症例の検査所見、病期及び治療状況等については、部会の



 

求めに応じて症例検討会等において報告すること。 

(3) 乳がんの診断・治療に関する知識・技術の向上に資する学会、研修会及び生活習慣病検診等

従事者講習会等に積極的に参加すること。 

(4) その他部会長が必要と認める事項に係る調査等に積極的に協力すること。 

 

（登録の抹消等） 

第7 乳がん登録精検機関の開設者は、登録基準に適合しなくなった場合又は対策型がん検診の結果

に基づく精密検査を実施しなくなった場合等、登録の抹消を希望する場合には、遅滞なく様式2

「乳がん検診登録精密検査医療機関辞退届」に必要事項を記入のうえ、部会長に届出するものと

する。 

2 部会長は、辞退の届出があった場合には、乳がん検診登録精密検査医療機関名簿から削除すると

ともに、届出者に対し届出書の写しの送付により通知するものとする。 

3 部会長は、乳がん登録精検機関が本要綱に定める内容に違反した場合は、当該登録精検機関から

意見を聴取した上で、登録の取り消しをできるものとする。 

 

（周知） 

第8 部会長は、乳がん登録精検機関の登録、抹消、取り消しを行った場合には、市町村、保健所、

検診実施機関等の関係機関に周知を図るものとする。 

2 市町村及び検診実施機関は、検診により精密検査が必要と判断された者に対し、乳がん登録精検

医療機関を一覧等で示し、情報提供を行うものとする。 

 

（補足） 

第9 部会長は、乳がん登録精検機関に関して疑義が生じた場合は、部会にて協議することとする。 

 

附 則 

 この要綱は令和８年１月２１日から施行する。 

  



 

【別表（第 3 項関係）】 
 
乳がん登録精検機関として満たすべき基準 

 
 
 
 
乳がん検診登録精密検査医療機関名簿 
 

番号 医療機関名 所在地 電話番号 
1    
2    
3    
4    
5    

  

 
ア 次の精密検査及び診断が実施できること。（実施可能な他の医療機関又は検査機関との連携

により実施する場合を含む。） 
(1) 診断用乳房エックス線 
(2) 診断用乳房超音波検査 
(3) 細胞診及び組織診（針生検・吸引式組織生検・外科的生検） 

イ 確定診断及び治療等のため、自身の施設以外で更に検査や治療が必要な場合、適切な医療
機関を紹介できること。 

ウ 精密検査を行う医師は、乳がんの診断、治療に関する専門性を有すること。 
なお、専門性については、次のいずれかの要件を満たすことが望ましい。 
(1) 日本乳癌学会の乳腺専門医または認定医であること。 
(2) 精中機構主催の読影講習会を受け、AまたはB評価を受けていること。 

 エ 乳がんの診断・治療に関する知識・技術の向上に資する学会、研修会又は生活習慣病検診等
従事者講習会等に年１回以上参加している医師が勤務していること。 

 



 

様式 1-1 
乳がん検診精密検査医療機関の登録に係る届出書 

 
  

受 理 番 号   

 

 受付年月日   年   月   日  決 定 年 月 日   年   月   日  

 
 

乳がん検診精密検査医療機関の登録に係る届出 

 

乳がん検診精密検査医療機関の登録について、別添調書を添えて届出（報告）します。 

また、乳がん検診登録精密検査医療機関名簿に掲載され、公表されることに同意します。 

 

      年  月  日 

 

 

     保険医療機関の所在地                                              

            名 称                                              

            開設者名                       

            電話番号                                             

 
 山梨県生活習慣病検診等管理指導協議会 

乳がん・子宮がん部会⻑ 殿 

 

 備考 開設者が法人の場合は、法人名および代表者氏名を記載すること。 
 
 
【添付書類】 
・乳がん検診精密検査医療機関の登録基準等に関する調書･･･ 様式 1-2 
 



 

様式 1-2 
 

乳がん検診精密検査医療機関の登録基準等に関する調書 
 
１ 乳がん検診精密検査の実施体制 

 自院で可 
 
 

① 

他機関等 
との連携 
により可 

② 

不可 
 
 

③ 

登録要件 

（１）診断用乳房エックス線の実施    
①または②
であること 

（２）診断用乳房超音波検査    

（３）細胞診及び組織診の実施    

   注 （１）から（３）それぞれについて、該当する箇所に○をすること。 
 

②の場合、連携する医療・検査機関名 

 

 

 

注 主な連携機関について記載すること。（最大３機関） 
 
２ 乳がん検診精密検査を行う医師名等 

医師氏名 職  名 専門性 

  

□ 日本乳癌学会の乳腺専門医 
□ 日本乳癌学会の乳腺認定医 
□ 精中機構主催の読影講習会Ａ・Ｂ評価 
□ 上記以外（乳がんの診断、治療の経験） 

  

□ 日本乳癌学会の乳腺専門医 
□ 日本乳癌学会の乳腺認定医 
□ 精中機構主催の読影講習会Ａ・Ｂ評価 
□ 上記以外（乳がんの診断、治療の経験） 

  

□ 日本乳癌学会の乳腺専門医 
□ 日本乳癌学会の乳腺認定医 
□ 精中機構主催の読影講習会Ａ・Ｂ評価 
□ 上記以外（乳がんの診断、治療の経験） 

  注１ 該当する医師数が４人以上の場合には、別葉とすること。 
   ２ 専門性は、該当項目を☑又は■とすること。 
 



 

3 乳がん患者の治療及び他医療機関の状況 
 (1) 自院において診断（疑い含む。）した患者の確定診断・治療の必要性から紹介する医療機関 

医療機関名 

 

 

 

  注 主な保険医療機関について記載すること。（最大３機関） 
 
 (2) 自院における治療の実施状況 

区 分 例 数 備 考 

治療例数 

（手術件数） 

（非手術件数） 

  例 

（     例） 

（     例） 

 

  注１ 届出の直近1年間の実施状況について、可能な範囲で記載すること。 
   ２ 手術件数、非手術件数を（ ）内に再掲すること。 
    
4 学会・研修会等への参加状況 

参加した学会・研修会名 

 

 

 

  注 届出の直近 1 年間の参加状況について、可能な範囲で記載すること。 
 
5 連絡先担当部署等 

担当部署（診療科等） 担当者名 電話番号（内線） 責任者 

    

    

    

  注 市町村、一次検診機関等が精密検査結果等について問い合わせる場合、窓口となる部署、担
当者名等を記載すること。また、複数の担当者がいる場合、責任者となる者の責任者欄に丸を
記載すること。  



 

様式 2 

  年  月  日  

 
 

乳がん検診登録精密検査医療機関辞退届 

 

 

山梨県生活習慣病検診等管理指導協議会 

乳がん・子宮がん部会⻑ 殿 

 

 

       医療機関の所 在 地                

            名 称                

            開設者名                

            電話番号                

 

辞 退 理 由  

辞 退 年 月 日    年   月   日 

 

 

 

 


